
第５期青梅市障害者計画評価

計画期間中の取組状況
（右の評価の詳細）

取組状況の
担当課評価

施策推進にどのように
貢献したか
（右の評価の詳細）

成果の
担当課評価

課題

１　共生
社会の形
成

（１）
ノーマラ
イゼー
ションの
推進

(1)-
ア

普及啓発
障がい者福
祉課

基本目標１－
施策１（P38）

市の広報紙、ホームページなど多
様な媒体や機会等を活用して、障
害に関する正しい知識の普及啓発
を行います。

広報おうめや市ホームページ、行
政メール等で、障害に対する正し
い知識の広報、啓発を実施した。
障害者週間では、障害者作品展を
市役所ロビーで開催し、活動の成
果を発表した。

コロナ禍においても、
展示方法を工夫するな
どし、情報発信を継続
つづけた。

B：概ね想定
通り実施

実施できた事業につい
ては普及啓発の効果が
出ており、ノーマライ
ゼーションの推進に貢
献した。

B：概ね施策
推進につな
がった

多様化が広がるなか、
啓発内容の質を高める
ことが難しくなってき
ている。

事業内容は継続しつ
つ、啓発回数・内容の
質の向上に向けて一考
の余地はある。

１　共生
社会の形
成

（１）
ノーマラ
イゼー
ションの
推進

(1)-
ア

普及啓発
障がい者福
祉課

基本目標１－
施策１（P39）

ヘルプカードの普及啓発や各種講
演会当の実施などにより、市民理
解を進めるとともに、東京2020オ
リンピック・パラリンピック競技
大会開催における共生社会の機運
および青梅市の差別解消条例の制
定に合わせ啓発を推進していきま
す。

令和２年度に制定した青梅市の差
別解消条例「障がいのある人もな
い人もその人らしく暮らせる共生
のまち青梅市条例」やヘルプカー
ドについて、障害者週間に合わ
せ、広報おうめや行政メールで周
知を図った。

青梅市の差別解消条例
にもとづき、共生のま
ちづくりに向けた市の
取組みの推進を行っ
た。

B：概ね想定
通り実施

差別解消条例の周知と
ヘルプカードの普及に
より、障がいのない人
への理解・協力を推進
した。

B：概ね施策
推進につな
がった

令和２年度に制定した
「障がいのある人もな
い人もその人らしく暮
らせる共生のまち青梅
市条例」の理念の普及
啓発、差別事例への対
応等については、今後
も取組を充実させてい
く必要がある。
障害をお持ちでない方
への啓発の拡大が課題
であるため、条例、ヘ
ルプカード等の啓発方
法の工夫をする必要が
ある。

事業内容を継続しつ
つ、周知・啓発の方法
や強化について検討し
ていく。

１　共生
社会の形
成

（１）
ノーマラ
イゼー
ションの
推進

(1)-
イ

情報バリ
アフリー
の促進

秘書広報課
障がい者福
祉課

情報格差の縮小に努め、情報伝達
手段の充実など情報利用の円滑化
を促進し、障害のある方のコミュ
ニケーションを広げ、自立と社会
参加を支援していきます。

・広報紙での情報発信に際して
は、ＵＤフォントを採用し見やす
くするとともに、視覚障がいのあ
る方に配慮した配色とした。ま
た、広報紙やホームページについ
ては読み上げサービスを提供し
た。
・こころのしおりを更新し、引き
続き音声コードを掲載した。

・広報紙での情報発信
に際しては、ＵＤフォ
ントを採用し見やすく
するとともに、視覚障
がいのある方に配慮し
た配色とした。また、
広報紙やホームページ
については読み上げ
サービスを提供した。
・こころのしおりの刊
行物や通知等に視覚障
害者向けの音声コード
を掲載した。また、市
の刊行物に音声コード
を採用するよう、定期
的に周知を図った。

B：概ね想定
通り実施

・誰が見ても同じよう
に情報が得られるよう
広報紙ならびにホーム
ページ作成において配
慮を行っている。
・市の刊行物に音声
コードを掲載すること
で、視覚障害者への情
報伝達の円滑化を促進
することができた。

B：概ね施策
推進につな
がった

・現状を維持しつつ
も、今後さらなる情報
格差の解消を図ってゆ
く必要がある。
・市のＰＣ機器更新に
より、他部署での音声
コード作成が難しく
なった。他部署での音
声コード作成の方法・
運用についての検討が
必要となった。

・アンケートや世論調
査等、市民の意見を確
認し、問題点を確認し
たうえで対処してゆく
必要がある。
・事業内容を継続しつ
つ、市の刊行物への音
声コード掲載を推進す
るため、作成方法の運
用等について検討して
いく。

１　共生
社会の形
成

（１）
ノーマラ
イゼー
ションの
推進

(1)-
ウ

意思疎通
支援の充
実

障がい者福
祉課

視覚や聴覚等に障害のある方への
手話、要約筆記、点字などを活用
したコミュニケーション手段の確
保や、重度の言語機能障害のある
方への意思伝達装置など日常生活
用具の利用促進に努めます。

青梅市障害者等日常生活用具給付
等事業実施要綱にもとづき、障害
に応じたコミュニケーション手段
の確保のための日常生活用具を給
付した。

青梅市障害者等日常生
活用具給付等事業実施
要綱にもとづき、障害
に応じた日常生活用具
を給付するとともに、
障がい者のしおり等に
より周知を図った。

B：概ね想定
通り実施

日常生活用具の給付に
より、障害に応じたコ
ミュニケーション手段
確保に貢献した。ま
た、耐用年数に応じて
更新の給付を行うこと
で、コミュニケーショ
ン手段の欠乏を防止し
た。

B：概ね施策
推進につな
がった

情報通信用具等の発
達、進歩が急速に進ん
でいる。意思伝達装置
などの情報通信機器の
進歩に対応した給付に
ついて要綱等の改正を
検討していく必要があ
る。

事業内容を継続しつ
つ、情報通信用具等の
進歩に応じた要綱等の
改正を検討していく。

計画期間中の総括

体系 施策
事業
番号

事業名 担当課
地域福祉計画
からの再掲

事業の内容 令和５年度取組状況 次期計画の方向性 備考
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第５期青梅市障害者計画評価

計画期間中の取組状況
（右の評価の詳細）

取組状況の
担当課評価

施策推進にどのように
貢献したか
（右の評価の詳細）

成果の
担当課評価

課題

計画期間中の総括

体系 施策
事業
番号

事業名 担当課
地域福祉計画
からの再掲

事業の内容 令和５年度取組状況 次期計画の方向性 備考

１　共生
社会の形
成

（１）
ノーマラ
イゼー
ションの
推進

(1)-
ウ

意思疎通
支援の充
実

障がい者福
祉課

緊急連絡先や必要な支援内容が記
載された「ヘルプカード」の普
及・啓発ならびに、手話通訳設置
事業を実施します。

ヘルプカードは、障害者手帳の交
付時等に配布した。ヘルプカード
事業は障害のある方には定着して
いるため、障害のない方への認知
を上げるため、ポスター掲示、広
報の該当ページを配置するなどの
啓発を行った。
また、市窓口に週２回手話通訳者
を設置し、聴覚障害者の意思疎通
支援を行った。

平成２５年度から実施
しているヘルプカード
事業を継続して推進す
るため、ヘルプカード
の追加作製やポスター
掲示、広報の該当ペー
ジを配置するなどの啓
発を行った。
また、窓口に手話通訳
者を週２回配置し、市
役所内のどの窓口での
手続きにも利用できる
ようにした。

B：概ね想定
通り実施

ヘルプカード事業およ
び手話通訳設置事業
は、障害のある方の認
知は定着してきてい
る。ヘルプカードにつ
いて市民全体へ周知す
ることにより、市民の
福祉意識の向上に努め
た。
また、手話通訳設置事
業の実施により、聴覚
障害者等の市役所での
手続き等における意思
疎通支援に貢献した。

B：概ね施策
推進につな
がった

ヘルプマークをはじめ
とする障がい者に関す
るサインを認識してい
ない市民もまだ多くい
ると考えられるが、行
事の制限等によりヘル
プカード事業の周知・
啓発の機械が少なく
なった。今後も様々な
媒体を活用して、ヘル
プカード事業の市民全
体への認知度をさらに
高める必要がある。

事業内容は継続しつ
つ、普及・啓発の向上
に努める。

１　共生
社会の形
成

（２）ボ
ランティ
ア活動の
促進

(2)-
ア

学校教育
における
福祉ボラ
ンティア
活動等の
取組

指導室

福祉意識の啓発や活動への参加の
機会づくりを進めるとともに、障
害についての理解促進や福祉に関
する教育の充実・強化を図りま
す。

特別支援理解研修を実施し、障害
についての教職員の理解促進を
図った。また小・中学生オンライ
ン交流会において福祉をテーマの
1つとして設定し、福祉について
考える契機とした。

7月に大学教授を講師と
し、特別支援理解研修
を実施した。また、
小・中学生オンライン
交流を7月・12月に実施
し理解促進を図った。

B：概ね想定
通り実施

他者理解の教育を通し
て、ボランティア活動
に参加する実践意欲の
向上を図った。

B：概ね施策
推進につな
がった

コロナ禍後、特別支援
学校との連携は、少し
づつ以前の状態に戻っ
てきている。

教員の働き方改革が求
められる中であるの
で、精選しながら教員
の資質・能力の向上に
資する研修を実施して
いく。

１　共生
社会の形
成

（２）ボ
ランティ
ア活動の
促進

(2)-
ア

学校教育
における
福祉ボラ
ンティア
活動等の
取組

指導室

小・中学校などにおいて、福祉に
関する教育や交流などにより、心
の障壁の除去（バリアフリー化）
を図るとともに、福祉への理解と
関心を高めます。

都立青峰学園の児童と復籍交流
や、ボッチャの体験授業やパラリ
ンピアンとの交流を通して福祉に
関しての理解と関心を高めた。

事業部と連携し「あす
チャレ」を実施しパラ
リンピアンの講演や交
流を通して理解を深め
る機会を積極的に設定
した。

A：想定通り
実施

福祉に対しての理解と
関心を高め、ボラン
ティア活動に参加する
実践意欲の向上を図っ
た。

B：概ね施策
推進につな
がった

コロナ禍において復籍
交流の直接交流をやめ
ていたが、令和5年度は
小学校9校中学校2校で
実施した。

福祉に関する教育や、
直接交流の機会の充実
を図り、福祉への理解
と関心を高める。

１　共生
社会の形
成

（２）ボ
ランティ
ア活動の
促進

(2)-
イ

ボラン
ティア・
市民活動
センター
の拡充

市民活動推
進課

「ボランティア・市民活動セン
ター」の運営の充実を図り、ボラ
ンティアの確保・ボランティア育
成講座の開催、活動の組織化を進
めるとともに、ボランティア・
コーディネーターなどの体制充実
を図り、ボランティア活動を促進
します。

ボランティア・市民活動センター
運営費の補助金の交付をした。市
民活動の活性化を目指し、ボラン
ティア活動に興味がある市民等を
対象に講座を開催した。ボラン
ティア・市民活動センターにおい
てボランティア情報の提供や依頼
の受付をした。

ボランティア講座等を
通じ、ボランティア活
動の促進に関しては概
ね想定どおりの実施が
できたと判断する。

B：概ね想定
通り実施

ボランティア・市民活
動センターの運営充実
や講座を通じて施策へ
の貢献はある程度図れ
たと判断する。

B：概ね施策
推進につな
がった

ボランティア・市民活
動センターへ登録して
いる団体の構成員の高
年齢化が課題と言え
る。

青梅ボランティア・市
民活動センターの運営
の充実を図り、ボラン
ティアの確保・ボラン
ティア育成講座の開
催、活動の組織化を進
めるとともに、ボラン
ティア・コーディネー
ターなどの体制充実を
図り、ボランティア活
動を促進するとした。

１　共生
社会の形
成

（２）ボ
ランティ
ア活動の
促進

(2)-
ウ

ＮＰＯ法
人、ボラ
ンティア
団体の活
動支援

市民活動推
進課

ＮＰＯ法人、ボランティア団体の
活動を支援するとともに、団体相
互の連携や交流を促進し、ボラン
ティア活動の活性化を図ります。

市民提案協働事業を実施し、採択
された事業に要する経費の一部を
助成した。市民活動ＰＲコーナー
において、市民活動団体の活動状
況等の周知に努めた。

市民活動ＰＲコーナー
において、市民活動団
体の活動状況等の周知
に努め、市民提案協働
事業においては、採択
された事業に要する経
費の一部助成し、ＮＰ
Ｏ法人・ボランティア
団体の支援をしたため
概ね想定どおりの実施
ができたと判断する。

B：概ね想定
通り実施

市民活動ＰＲコーナー
の活用等を通じて施策
への貢献はある程度図
れたと判断する。

B：概ね施策
推進につな
がった

当課においての支援は
あくまでも全体的なＮ
ＰＯ法人やボランティ
ア団体への活性化であ
るため、障害者基本計
画の内容に即した支援
については課題と言え
る。

ＮＰＯ法人、ボラン
ティア団体の活動を支
援するとともに、団体
相互の連携や交流を促
進し、ボランティア活
動の活性化を図るとし
た。
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第５期青梅市障害者計画評価

計画期間中の取組状況
（右の評価の詳細）

取組状況の
担当課評価

施策推進にどのように
貢献したか
（右の評価の詳細）

成果の
担当課評価

課題

計画期間中の総括

体系 施策
事業
番号

事業名 担当課
地域福祉計画
からの再掲

事業の内容 令和５年度取組状況 次期計画の方向性 備考

１　共生
社会の形
成

（３）学
習・文
化・ス
ポーツ活
動の振興

(3)-
ア

文化活動
等の支援

社会教育課
文化課
障がい者福
祉課

障害のある方の文化・芸術活動へ
の参加機会を広げるとともに、活
動成果の発表の場づくりを支援し
ます。

・すべての事業で障害のある方も
参加できる体制をとっていたが参
加はなかった。

【文化課】
（美術館）
・美術館の市民ギャラリーを障害
者団体等へ貸出す体制を整えてい
たが、貸出しはなかった。
（郷土博物館）
・文化財住宅について障害者団体
への貸出しはなかったが、吉川英
治記念館の自主事業として特別支
援学校伝統文化部による筝曲演奏
会を主屋で開催した。

・障害者週間に障害者作品展を市
役所ロビーで開催し、活動の成果
を発表した。

・参加者がいなかった
が、体制は整えていた
ため。　
【文化課】
（美術館）
・美術館の市民ギャラ
リーについて障害者団
体等への貸出しはな
かった。
（郷土博物館）
・文化財住宅について
障害者団体への貸出し
はなかったが、吉川英
治記念館の自主事業と
して特別支援学校伝統
文化部による筝曲演奏
会を主屋で開催した。

・障害者週間に12事業
者が出展し、数々の作
品を展示した。

B：概ね想定
通り実施

・参加者の有無にかか
わらず、体制を整えて
いたため。

【文化課】
（両館共通）
・障害のある方の文
化・芸術活動の発表の
場を提供し、社会への
参加機会を広げること
に繋がった。

・障害のある方の文
化・芸術活動への参加
機会を広げるととも
に、一般の方への理解
と周知が行えた。

B：概ね施策
推進につな
がった

・障害のある人もない
人も参加できる文化、
芸術の機会の提供を引
き続き行っていくため
に、民間の団体と継続
的に協力できる体制を
構築していくことが課
題である。
【文化課】
（美術館）
・令和６年度から約３
年間施設改修に伴い休
館するため、施設を貸
出しすることができな
い。
（郷土博物館）
文化財住宅は、施設の
性質上バリアフリー化
が難しい。

・開催回数増を希望す
る声が上がっており、
会場についても研究す
る必要がある。

・現計画と同様に障害
者が参加できる体制を
整えていきたい。

【文化課】
（美術館）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美術館再開後、活動成
果の発表の場として施
設を提供するため、貸
出す体制を整える。
（郷土博物館）
文化財住宅を障害者団
体等に貸出す体制は継
続し、施設見学等を受
け入れる体制を検討す
る。

・創作活動の展示会と
して役割を果たしてい
るが、展示スペース増
の要望があり、会場に
ついて協議を行う。

１　共生
社会の形
成

（３）学
習・文
化・ス
ポーツ活
動の振興

(3)-
イ

障害者ス
ポーツの
振興

スポーツ推
進課

障害のある方とない方との交流の
場としてスポーツに親しむことが
できる機会を作り、障害のある方
の生活・活動の幅を広げていきま
す。

青梅市スポーツ推進委員協議会に
よるボッチャ体験会・交流会を実
施した。

障害者団体や施設単位
での参加もあり、障害
の有無を超えた交流の
機会提供を行うことが
できた。

B：概ね想定
通り実施

障害の有無に関わら
ず、スポーツを通じた
交流機会の提供に繋げ
ることができた。

B：概ね施策
推進につな
がった

ボッチャサポーターや
審判等の人材育成 継続して実施

１　共生
社会の形
成

（３）学
習・文
化・ス
ポーツ活
動の振興

(3)-
イ

障害者ス
ポーツの
振興

スポーツ推
進課

レクリエーション活動への参加機
会を拡大することによって、障害
のある方の生活・活動の幅を広げ
るために、障害者スポーツに関す
るイベントの周知に取り組みま
す。

スポーツDAY青梅2023において、
オンラインボッチャ体験を実施
し、移動に障害のある方がスポー
ツに親しむきっかけづくりを行っ
た。

オンライン等の工夫を
こらし、障害者の活動
の幅を広げるための機
会やきっかけづくりを
行うことができた。

B：概ね想定
通り実施

各種事業を通じ、障害
者本人のQOL向上に繋げ
ることができた。

B：概ね施策
推進につな
がった

障害種別に応じたス
ポーツ機会の確保

継続して実施

１　共生
社会の形
成

（３）学
習・文
化・ス
ポーツ活
動の振興

(3)-
イ

障害者ス
ポーツの
振興

スポーツ推
進課

東京都障害者スポーツ大会などの
啓発周知に努めるとともに、東京
2020オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会開催を契機に、より多
くの市民や企業等に広く障害者ス
ポーツに対する理解を深めるため
の啓発等に努めます。

東京2020パラリンピックレガシー
事業として、障害の有無に関わら
ずに参加できるカヌー体験教室を
実施したほか、スポーツDAY青梅
2023の中でブラインドサッカー体
験等を実施した。

パラスポーツの体験会
や東京2020ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸﾚ
ｶﾞｼｰ事業を通じ、障害
者理解を促進すること
ができた。

B：概ね想定
通り実施

各種事業を通じ、障害
理解の普及、啓発に繋
げることができた。

B：概ね施策
推進につな
がった

障害者本人まで届く情
報発信の在り方

継続して実施

１　共生
社会の形
成

（４）交
流機会の
拡大

(4)-
ア

イベント
事業等の
充実

スポーツ推
進課
障がい者福
祉課

スポーツ・レクリエーションフェ
スティバルなどでのスポーツ交流
等を促し、障害のある人とない人
が理解しあい、ともに暮らす地域
社会の形成を図るために各種イベ
ントの推進、ふれあい事業等の一
層の充実を図ります。

障がい者と家族のスポーツ大会を
通じた交流の機会提供を計画・実
行した。

半日開催（コロナ禍以
前は一日開催）であっ
たことや、大会全体の
進行に一部不満がでた
が、三年ぶりにイベン
トを実施できた。

B：概ね想定
通り実施

コロナ禍収束後初めて
の開催で、障がい者と
家族、そして地域の人
との交流を再開するこ
とができた。

B：概ね施策
推進につな
がった

以前と同様の規模・計
画（一日開催）に戻し
ていくのかの検討や、
今回の参加者からでた
不満の解消のための進
行・運営の見直しを検
討する必要がある。

ウィズコロナ時代の開
催様式を、参加者の
ニーズに沿いつつ検討
してゆく。
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１　共生
社会の形
成

（４）交
流機会の
拡大

(4)-
イ

地域にお
ける交流
機会の創
出

市民活動推
進課
障がい者福
祉課

地域の方との連携を深め、障害の
ある方が地域へ出る機会を増やす
ことを目的に、障がい者サポート
センターや市民センター、自治
会、各種地域団体と連携し、障害
者作品展示回などの行事をはじめ
とする地域交流機会の充実を図
り、地域における住民相互の交流
機会の創出を支援します。

障害者施設等作品展示会を開催
し、各障害者施設の多くが生産活
動・創作活動を行っていることを
広く紹介できた。

本庁舎ロビー中央で展
覧会を実施。展示ス
ペースに課題を残す。

C：実施にあ
たり課題が
あった

一般来庁者からも好評
で市内障害者施設にお
ける利用者の活動や生
活について理解いただ
けたと思う。

B：概ね施策
推進につな
がった

障がい者の創作活動の
制限を理由に展示物の
縮小がみられる一方
で、大きな会場での開
催要望があり、会場の
見直しも検討する。

事業は継続するが、会
場のあり方や展示につ
いて工夫をして行く必
要が求められている。

２　生活
支援の推
進

（１）情
報提供・
相談支援
の充実

(1)-
ア

障がい者
サポート
センター
の充実

障がい者福
祉課

基本目標３－
施策１（P51）

障害児を含めた障害者やその家族
等からの相談に応ずる相談支援事
業、障害者への地域活動支援セン
ター事業、障害者団体への会議室
等の貸出し等の事業の充実を図り
ます。

(令和5年度）サポートセンター
・相談延件数　　　13,479件
・軽作業参加延人数　3,332人
・施設貸出事業　　　1,686人

障害者（児）が、障害
福祉サービスを円滑に
利用するための情報提
供、相談を行った。

B：概ね想定
通り実施

コロナ禍以降、利用者
の安全面への配慮に重
点を置き、状況に即し
た相談支援を行うこと
ができた。

B：概ね施策
推進につな
がった

相談に至るまでに時間
を要することが多く、
業務改善が必要。

相談件数は年々増加し
ているが、期待に応え
られる相談業務を進め
ていく。

２　生活
支援の推
進

（１）情
報提供・
相談支援
の充実

(1)-
ア

障がい者
サポート
センター
の充実

障がい者福
祉課

障害者虐待防止業務を適切に実施
し、虐待の未然防止、早期発見、
迅速な対応など虐待防止対策を推
進します。

・市と障がい者サポートセンター
に虐待防止センター機能を設置。
・虐待通報件数　　9件

虐待防止センターとし
ての役割があるが、通
報を受けるのみにとど
まっている。

C：実施にあ
たり課題が
あった

虐待防止講演会を開催
し、近年増加する事業
者による虐待に対する
認識を深められた。

B：概ね施策
推進につな
がった

通報機能のみであり、
未然防止や早期発見の
機能は有していない。

近年増加する虐待事案
にも積極的に関わりを
持ち、虐待解決を早期
に行えるよう機能充実
させる。

２　生活
支援の推
進

（１）情
報提供・
相談支援
の充実

(1)-
イ

地域移行
の推進

障がい者福
祉課

地域移行支援、地域定着支援、自
立生活援助等について、引き続き
丁寧な情報提供による周知、利用
促進を図ります。

地域定着支援、自立生活援助は利
用者が無かったが、地域移行支援
は2名の利用実績があった。

地域移行支援、地域定
着支援、自立生活援助
等について、担当ケー
スワーカー等から情報
提供を行い、利用促進
を図った。

B：概ね想定
通り実施

地域移行支援、地域定
着支援、自立生活援助
等の周知や情報提供を
行うことで、サービス
利用者の選択肢を広
げ、地域移行の推進を
図った。

B：概ね施策
推進につな
がった

地域移行支援、地域定
着支援、自立生活援助
等のサービス利用者数
はまだ少ないので、地
域移行を推進するため
には、これらのサービ
スについて引き続き情
報提供に努めていく必
要がある。

事業を継続しつつ、
サービスの周知・情報
提供に取り組んでい
く。

２　生活
支援の推
進

（１）情
報提供・
相談支援
の充実

(1)-
イ

地域移行
の推進

障がい者福
祉課

精神障害にも対応した地域包括ケ
アシステムの構築について、当事
者および保健・医療・福祉に携わ
る方を含む様々な関係者が、情報
共有や連携を行う場の構築を検討
します。

協議の場の構築に向け、課内の勉
強会を実施したり、年2回実施し
ている精神保健福祉関係機関情報
交換会において、情報収集し、情
報の共有を図った。

事例検討を積極的に取
り入れ、課題解決に取
り組んだ

B：概ね想定
通り実施

対面開催では相互の情
報共有とグループワー
クにより、事業者間の
課題が見え地域の特性
を捉えることができ
た。

B：概ね施策
推進につな
がった

参加者のスキルや対応
する業務に偏りがある
ため、バランスを取り
ながら課題を捉えてい
く必要がある。

より多くの事業者が参
加し情報共有・相互理
解が図られ、業種の垣
根を越えた連携を図
る。

２　生活
支援の推
進

（１）情
報提供・
相談支援
の充実

(1)-
ウ

権利擁護
の推進

地域福祉課
障がい者福
祉課

権利擁護についての啓発活動を推
進し、障害者の権利行使の援助、
障害者差別や虐待防止に関して取
り組むとともに、青梅市社会福祉
協議会をはじめとする関係機関と
連携し、地域福祉権利擁護事業を
活用するなど、権利擁護対策を進
め、合わせて成年後見人制度の利
用を促進します。

障害のある方の成年後見の首長申
し立てを２件行った。

首長申立てについて他
部署等と連携し進める
ことができた。

B：概ね想定
通り実施

自身で判断できない利
用者も少なくない中で
の調整は時間を要すこ
とが多く速やかな対応
には至らないこともあ
る。

B：概ね施策
推進につな
がった

現状の相談支援業務の
中で行うには時間がか
かり過ぎてしまう。専
門にできる職員がいる
ことが望ましい。

後見制度を理解し包括
的に支援できる担当を
置くことが、速やかな
制度の推進につなが
る。

２　生活
支援の推
進

（２）障
害福祉
サービス
の充実

(2)-
ア

自立支援
給付の充
実

障がい者福
祉課

訪問系サービスについては、身体
介護・家事援助・通院等介助など
の居宅介護、重度訪問介護、同行
援護、行動援護など制度の適正を
維持し、啓発に努め、サービスの
質的、量的な充実を図ります。

訪問系サービスについて、サービ
ス支給量は緩やかな増加傾向にあ
る。令和５年度は、コロナによる
行動制限が緩和され、行動援護を
中心に全体としての利用が前年度
より増加した。

サービスの利用につい
て情報提供に努め、必
要な方に必要な量の
サービスが行き渡るよ
う支給した。

B：概ね想定
通り実施

必要な方に必要な量の
サービスを支給するこ
とで、障害者等の在宅
での生活の支援に貢献
した。

B：概ね施策
推進につな
がった

サービスの質的、量的
な充実のためには、
サービスを提供する福
祉人材の安定的な確保
が課題である。

事業を継続しつつ、福
祉人材の安定的な確保
を図る必要がある。
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２　生活
支援の推
進

（２）障
害福祉
サービス
の充実

(2)-
ア

自立支援
給付の充
実

障がい者福
祉課

日中活動系サービスについては、
特別支援学校卒業時の就労支援や
生活介護、緊急一時保護のための
短期入所など、需要増が見込まれ
るサービスについて、支援体制の
確保に向けて検討します。
青梅市自立センターにおいて、引
き続き障害福祉サービスの充実に
努めます。

日中活動系サービスについては、
市内15か所の生活介護、自立訓
練、就労移行支援または就労継続
支援を行う事業所に対し補助金を
交付した。また、自立センターに
おいて、比較的重度の方の受入れ
を継続して行っている。

日中活動系補助は年々
増加傾向で活用されて
いる。コロナ感染者数
減少にともない、自立
センター新規受け入れ
を再開した。

B：概ね想定
通り実施

障害福祉サービスの充
実という目的に関して
は、一定の達成度があ
ると見込まれる。

B：概ね施策
推進につな
がった

相当に重度な方の受け
入れ要請に対する、自
立センター側の支援体
制

日中活動系補助に関
し、一層の審査を厳し
く見極めるとともに継
続的支援をつづけてい
く。

２　生活
支援の推
進

（２）障
害福祉
サービス
の充実

(2)-
ア

自立支援
給付の充
実

障がい者福
祉課

居住系サービスについては、障害
のある方の地域移行が求められて
おり、介護者の高齢化等により潜
在的な需要があると見込まれてい
ることから、民間事業者の活用に
よる共同生活援助（グループホー
ム）の充実を図るとともに、グ
ループホーム入居者が日中に活動
する生活介護等の施設についても
充実を図ります。

事業所の新規開設・増設を検討す
る事業者に情報提供を行い、重度
障害者向けグループホームや生活
介護事業所の新規事業所の確保に
努めた。

重度障害者向けグルー
プホームや生活介護事
業所の新規事業者の確
保に努めるとともに、
新規開設や増設を検討
する事業者に情報提供
を行った。

B：概ね想定
通り実施

親亡き後問題や、地域
移行の推進により、グ
ループホームの需要が
高まっており、新規事
業者や増設を検討する
既存事業者にニーズ等
の情報提供を行うこと
で、事業所の充実に貢
献した。

B：概ね施策
推進につな
がった

グループホームの事業
所数が増えたことで、
人材の流出などにより
サービスの質の確保が
課題となっている。ま
た、依然として、重度
の身体障害者を対象と
したグループホームや
生活介護事業所の定員
確保が課題となってい
る。

中軽度の知的障害者や
精神障害者を対象とし
た事業所は充足してい
るので、重度の身体障
害者を対象としたグ
ループホームや、生活
介護事業所の定員確保
に努める。

２　生活
支援の推
進

（２）障
害福祉
サービス
の充実

(2)-
ア

自立支援
給付の充
実

障がい者福
祉課

基本目標４－
施策１（P63）

各サービスの質の向上や、事業の
透明性を確保するため、第三者評
価機関への受審や第三者委員会の
設置、事業所連絡会の開催等を促
します。
また、福祉サービスを支える人材
育成のため、様々な養成の機会を
活用し、情報提供に努めます。

「日中活動系サービス推進事業補
助金」で、福祉サービス第三者評
価の受審費用の補助を行った。

「日中活動系サービス
推進事業補助金」によ
り第三者評価を受審す
る事業者を補助した。
また、相談支援部会や
放課後等デイサービス
事業所連絡協議会を開
催し、事業所間の連携
を図った。

B：概ね想定
通り実施

受審費用を補助するこ
とで第三者評価の受審
を促し、サービスの質
の確保に貢献した。ま
た、放課後等デイサー
ビス事業連絡協議会等
の開催により事業所間
の連携を図ることで、
質の向上を目指した。

B：概ね施策
推進につな
がった

放課後等デイサービス
事業連絡協議会等の事
業所連絡会の開催がコ
ロナ禍により停滞して
しまったため、今後の
開催に向けた検討が必
要となっている。
また、人材育成のため
の研修等の機会の確保
により、サービスの質
の向上に努める必要が
ある。

引き続き第三者評価の
受審費用の補助を行う
とともに、事業所連絡
会の開催と人材育成を
図っていく。

２　生活
支援の推
進

（２）障
害福祉
サービス
の充実

(2)-
イ

地域生活
支援事業
の充実

障がい者福
祉課

意思疎通支援事業、相談支援事
業、日常生活用具給付等事業、移
動支援事業、サポートセンター事
業、日中一時支援事業の実施を継
続するとともに、自動車運転教習
費補助事業、奉仕員等養成事業な
どの事業の周知、内容の充実を図
ります。

地域生活支援事業として、意思疎
通支援事業、相談支援事業、日常
生活用具給付等事業、移動支援事
業、サポートセンター事業、日中
一時支援事業などを実施した。自
動車運転教習費補助事業では、２
件の補助を行った。
また、奉仕員等養成事業として、
入門・初級手話講習会、上級手話
講習会、音訳者養成講座を実施し
た。

地域生活支援事業とし
て、意思疎通支援事
業、相談支援事業、日
常生活用具給付等事
業、移動支援事業、サ
ポートセンター事業、
日中一時支援事業、自
動車運転教習費補助事
業などを実施し、市
ホームページや障がい
者のしおり等で周知を
行った。
奉仕員等養成事業の実
施にあたっては、広報
等で周知を行った。

B：概ね想定
通り実施

意思疎通支援事業をは
じめとする地域生活支
援事業を充実させるこ
とで、地域の課題に即
した支援を提供するこ
とに貢献した。また、
奉仕員等養成事業によ
り、地域での支援人材
の確保と地域福祉の向
上に寄与した。

B：概ね施策
推進につな
がった

必要な方に必要な情報
が届くよう、各事業の
周知と内容の充実を
図っていく。また、事
業の充実と支給量の確
保のため、国・都の財
源を確保する必要があ
る。

事業を継続しつつ、制
度の周知について充実
を図っていく。
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２　生活
支援の推
進

（２）障
害福祉
サービス
の充実

(2)-
ウ

一般サー
ビスの充
実

障がい者福
祉課

基本目標４－
施策１（P63）

引き続き、障害者の需要を把握し
ながら、個々のサービスの実情に
沿った充実を図り、障害者の生活
支援に努めます。

福祉サービスの実施や経済的負担
を減らすため各種助成・給付事業
や減免、割引制度の実施や周知を
行った。
コロナ禍において障害福祉サービ
ス事業所がサービス提供を継続で
きるよう、物価高騰に対する事業
所支援を行い、障害者のサービス
利用が継続できるよう努めた。

各種サービスや助成事
業の実施や周知を行う
とともに、感染症対策
としての買物代行サー
ビスや事業所支援を実
施した。

B：概ね想定
通り実施

各種サービスや助成制
度を実情に沿って実施
することで、総合支援
法では行き届かない特
有の支援を行うことが
できた。

B：概ね施策
推進につな
がった

地域の障害者の需要に
沿った支援となるよ
う、実情に合わせて各
制度の改正・廃止等の
検討が必要となってい
る。

事業を継続しつつ、よ
り実情に沿った支援へ
の改正を検討してい
く。

２　生活
支援の推
進

（３）保
健・医療
の充実

(3)-
ア

生活習慣
病等の疾
病等の予
防

健康課

障害の原因となる生活習慣病をは
じめとする疾病の予防、二次障
害、障害の重度化を防ぐため、必
要な医療の給付や、健康診断、診
療および検査を受けることを勧奨
していきます。

・中央図書館での健康相談（１２
回）
・電話・面接相談等（随時）

必要な方に、医療の給
付や健康診断、診療お
よび検査を受けること
を勧奨した。

B：概ね想定
通り実施

必要な方に、医療の給
付や、健康診断、診療
および検査を受けるこ
とを勧奨した。

B：概ね施策
推進につな
がった

個別性が高いため、対
応の難しい場合がある
ことから関係機関との
調整が必要なことがあ
る。

対象者に応じ関係機関
と連携を図り各種健診
の周知や受診勧奨を
行っていく。

２　生活
支援の推
進

（３）保
健・医療
の充実

(3)-
イ

障害に対
する適切
な保健・
医療サー
ビスの充
実

健康課
障がい者福
祉課

障害者等一人ひとりに応じた適切
な医療・歯科医療サービスが受け
られるよう、専門医療機関、保健
所等との連携を図り、障害に応じ
た適切な保健事業を実施し、障害
者の保健対策の推進を図ります。

【健康課】電話・面接相談を随時
行っていた。
・難病医療費助成や、障害者医療
費助成、自立支援医療費助成によ
り、適切な医療を受けるための医
療費負担の軽減を行った。・難病
医療費助成や、障害者医療費助
成、自立支援医療費助成により、
適切な医療を受けるための医療費
負担の軽減を行った。・難病医療
費助成や、障害者医療費助成、自
立支援医療費助成により、適切な
医療を受けるための医療費負担の
軽減を行った。・難病医療費助成
や、障害者医療費助成、自立支援
医療費助成により、適切な医療を
受けるための医療費負担の軽減を
行った。・難病医療費助成や、障
害者医療費助成、自立支援医療費
助成により、適切な医療を受ける
ための医療費負担の軽減を行っ
た。

【健康課】対象者に応
じて医療機関および関
連機関を紹介した。
・各種医療費助成制度
について、適切な説
明、窓口での案内、手
続きを的確に実施し
た。

B：概ね想定
通り実施

【健康課】必要時に関
連部署と連携を図っ
た。

・障害に対する「適切
な」保健・医療サービ
スの充実が図れた。

B：概ね施策
推進につな
がった

【健康課】・市民から
の問合せが少なく、健
康課での対応件数もほ
とんどない。また専門
的な医療機関に関する
情報が少ない。
・医療機関等との連携
をとり、より綿密な
サービス提供を図るこ
と

【健康課】・対象者に
応じて医療機関および
関連機関等と連携を
図っていく。
・医療機関等との連携
をとり、より綿密な
サービス提供を図るこ
と

２　生活
支援の推
進

（３）保
健・医療
の充実

(3)-
イ

障害に対
する適切
な保健・
医療サー
ビスの充
実

都市整備部
管理課
障がい者福
祉課

公共交通機関をはじめとする通院
等のための移動手段を検討しま
す。

車椅子を利用するなど、自力での
歩行や公共交通機関の利用が困難
な方が外出する時に、リフト付ワ
ゴン車（福祉バス）による輸送
サービスおよび民間輸送事業者へ
の補助事業を実施している。ま
た、障害者手帳の所持者へ、都営
交通無料乗車券の発行を行ってい
る。

福祉バスや、民間事業
者への補助事業、都営
交通無料乗車券の発行
を継続し、通院等の移
動手段の確保に努め
た。

B：概ね想定
通り実施

生活支援の推進という
目的に向け、多種多様
なサービスの提供を実
施できた。

B：概ね施策
推進につな
がった

福祉バス委託事業者の
更新

引き続き、福祉バスに
よる輸送サービス等の
事業を継続してゆく。

２　生活
支援の推
進

（４）障
害児支援
の体制の
確保

(4)-
ア

障害児保
育

こども育成
課

保育所や学童クラブ等の一般的な
子育て支援施策における障害児の
受入れに努めます。

保護者の希望を確認し、保育所と
対応策を検討したうえで受入れを
行っている。

保育所入所事前連絡票
を作成し、事前に希望
保育所と受け俺後の対
応について確認を行う
など、保護者、保育
所、市が一体となって
受入れを行っている。

B：概ね想定
通り実施

保育を必要とする児童
へ保育の提供を行うこ
とができた。

B：概ね施策
推進につな
がった

重度の障害がある児童
について、集団保育の
実施や支援について検
討していく必要があ
る。

保育所への障がい児の
受け入れ前後での調
整・確認を密に行う。
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２　生活
支援の推
進

（４）障
害児支援
の体制の
確保

(4)-
ア

障害児保
育

障がい者福
祉課

基本目標３－
施策１（P51）

児童発達支援センターの設置の検
討や、保育所等訪問支援の推進な
ど障害児支援の充実を図ります。

児童発達支援センターは、令和５
年度中の整備には至らなかった
が、青梅市障害者地域自立支援協
議会等で意見をいただきながら、
どのような形態が適切であるか協
議を続けている。

児童発達支援センター
については、整備に向
けた検討を実施した
が、整備には至ってい
ない。

C：実施にあ
たり課題が
あった

児童発達支援センター
の整備により、複合的
な課題を抱える児童の
支援体制の構築に寄与
できるため、そのため
の検討は効果があっ
た。

B：概ね施策
推進につな
がった

児童発達支援センター
の整備に向け、早急な
検討が必要となってい
る。

事業を継続しつつ、児
童発達支援センターの
整備を実現する。

２　生活
支援の推
進

（４）障
害児支援
の体制の
確保

(4)-
イ

相談支援
体制の充
実

学務課
障がい者福
祉課

基本目標３－
施策１（P51）

就学相談をはじめとした相談の充
実を図るとともに、その家族に対
する支援にも努めます。

特別支援教室の設置等により特別
支援への理解が進んだことなどに
より、就学相談・教育相談とも相
談件数が増加しているが、関係機
関とも連携し適切に対応した。

就学相談・教育相談と
も相談件数が増加傾向
にあるが、適切に対応
している。

B：概ね想定
通り実施

就学相談・教育相談と
も相談件数が増加傾向
にあるが、適切に対応
している。

B：概ね施策
推進につな
がった

今後も増加すると考え
られる相談への対応を
図ること。

各種相談への適切な対
応を行うとともに、相
談体制の充実を図って
いく。

２　生活
支援の推
進

（４）障
害児支援
の体制の
確保

(4)-
イ

相談支援
体制の充
実

健康課
障がい者福
祉課
こども育成
課
子育て応援
課
こども家庭
センター

基本目標３－
施策１（P51）

ライフステージに対応したサービ
ス・支援の提供が行えるように努
めていきます。

・保育所、幼稚園等に対し、巡回
相談員等による相談業務を実施
し、指導方針等の助言を行ってい
る。
・担当ケースワーカーによる相談
を随時受付け、必要に応じて障害
児通所等のサービスの提供を行っ
た。
・新生児訪問、各種健診事業、相
談業務等により、個々のライフス
テージに応じた支援の案内や不安
を抱える保護者に寄り添い安心し
て育児ができるよう支援を行っ
た。医療機関やこども家庭支援係
等の関係機関と連携し、支援を
行った。

・保育所等での様子を
巡回相談員が実際に確
認するため、保育士等
に対し的確なアドバイ
スを行える。
・ケースワーカーを居
住地ごとに担当割し、
随時相談を受付けた。
また、必要に応じて障
害児通所、保育所等訪
問支援等のサービスを
提供した。
・新生児訪問、各種健
診事業、相談業務等に
より、個々のライフス
テージに応じた支援の
案内や不安を抱える保
護者に寄り添い安心し
て育児ができるよう支
援を行った。医療機関
やこども家庭支援係等
の関係機関と連携し、
支援を行った。

B：概ね想定
通り実施

・児童への接し方や保
育の方法等について、
保育士等へアドバイス
を行ったことで、児童
一人ひとりにあわせた
保育を実施することが
できた。
・随時相談を受付け、
障害児通所等のサービ
ス支給も個々の必要な
タイミングで行うこと
で、個々のライフス
テージに対応した支援
を提供することに貢献
した。
・事業参加時や来所相
談、電話や訪問などに
より個々の相談に対応
した。また必要に応じ
て、関係機関につなぐ
ことができた。
　伴走型支援を開始
し、より相談体制の充
実を図った。

B：概ね施策
推進につな
がった

・相談対象児童の増に
より、保育所等からは
相談回数の増について
希望がある。
・発達障害等を抱える
児童の保護者からの相
談は増加傾向にあり、
限られた人員で相談支
援体制をさらに充実さ
せるための工夫が必要
となる。
・育児に不安や悩みを
感じ、精神的に不安定
な保護者がひとりで思
いを抱え込まないよ
う、個々の状況把握に
努め、切れ目ない支援
に取り組むためのマン
パワーの確保と共に、
支援体制の構築が必要
である。　　　　　　

・児童に適した保育を
行っていくため、引き
続き巡回相談員による
相談業務の充実を図っ
ていく。
・引き続き随時相談を
受付けながら、個々の
ニーズに即した支援を
行えるよう工夫してい
く。
・支援体制の構築、マ
ンパワーの確保を行
い、引続きライフス
テージに対応したサー
ビス・支援の提供に努
めていく。

２　生活
支援の推
進

（４）障
害児支援
の体制の
確保

(4)-
ウ

特別支援
教育の充
実

学務課
指導室

障害の種類や程度に応じた教育を
行うとともに、個々のニーズに応
じた支援、施設整備に努めます。

障害の種類や程度に応じた教育を
行うとともに、個々のニーズに応
じた支援、環境整備に努めた。
また、医療的ケア児およびその家
族に対する支援を行った。
【指導室】
特別支援教室や特別支援学級にお
いて特別な教育課程を編成し、こ
のニーズに応じた教育を実践し
た。

・特別支援学級、特別
支援教室において障害
の種類や程度に応じた
教育を行った。通常級
にも支援員を配置し、
発達障害等の児童・生
徒への支援を行った。
また、青梅市立学校医
療的ケア実施要綱を制
定し、医療的ケア児お
よびその家族に対する
支援を開始した。
・障害に応じた教育課
程を編成・運用を行っ
た。

B：概ね想定
通り実施

・特別支援学級および
特別支援教室は適正に
運営されていること、
医療的ケア児およびそ
の家族に対する支援を
行っていることから、
児童・生徒に対する
個々のニーズに応じた
教育・支援が行われて
いる。
・個々のニーズに応じ
た教育・支援を行っ
た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

B：概ね施策
推進につな
がった

・今後も増加すると考
えられる特別な支援が
必要な児童・生徒に対
応した運営と環境整備
を行う。
・障害の種類や程度は
多様化しており、個々
の障害について教職員
が理解を図っていく必
要がある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・特別支援学級および
特別支援教室を適正に
運営していくとともに
医療的ケア実施体制の
確立を図る。
・個別支援計画を活用
し個々のニーズに応じ
た支援を行っていく。
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２　生活
支援の推
進

（４）障
害児支援
の体制の
確保

(4)-
エ

特別支援
学校等と
の連携の
推進

学務課
指導室

特別支援教育パートナーシップ、
相互派遣研修の実施などについて
推進し、特別支援学校や特別支援
学級等の教育関係者と日常的に連
携を図ることで、障害があって
も、安心して必要な教育的支援が
受けられるよう、環境の整備、推
進に努めます。

特別支援教育推進協議会委員等に
都立特別支援学校関係者を委嘱す
るとともに､各種研修会講師を依
頼し、特別支援教育の推進と就学
支援の充実を図った｡

・特別支援教育推進協
議会、就学支援委員会
における委員委嘱や各
種研修会講師、地域の
学校に対する助言によ
り特別支援教育に関す
る連携を図った。

B：概ね想定
通り実施

・各種会議、研修会等
で特別支援学校との連
携は図れている。ま
た、特別支援学校のセ
ンター的機能を利用し
学校との連携も図れて
いる。
・連携を通して、教職
員の特別支援について
の理解を深め環境の推
進に努めた。

B：概ね施策
推進につな
がった

・会議・研修内容を精
査するとともに多くの
教員が参加できる機会
を増やし、さらなる連
携を目指すこと。

・引き続き、特別支援
学校との連携を図る。
・会議・研修内容を精
査するとともに多くの
教員が参加できる機会
を増やし、さらなる連
携を目指すこと。

２　生活
支援の推
進

（５）切
れ目のな
い支援体
制の整備

(5)-
ア

自立支援
協議会の
機能の充
実

障がい者福
祉課

自立支援協議会のネットワークを
強化、活用し、様々な障害支援機
関が、一人ひとりの各ライフス
テージにおける課題等を共有する
ことにより、総合的な支援を進め
ていきます。

令和5年度は、事例検討会や見学
会などの行事および新規事業の取
組みは見送ったが、特に虐待防止
事業、早期対応を徹底することが
できた。

新たに相談支援事業所
連絡会、放課後等デイ
サービス偉業連絡協議
会等を開催し、自立支
援協議会の活動の強化
を図った。

B：概ね想定
通り実施

自立支援協議会や部会
における各分野の委員
のネットワークを活用
することで、ケースの
課題解決に向けた連携
に効果を発揮した。

B：概ね施策
推進につな
がった

委員に障害当事者が含
まれることから、会議
開催には対面だけに依
らず、オンラインも積
極敵に運用することも
考えて行く必要があ
る。

引き続き、自立支援協
議会の機能充実を図っ
ていく。

２　生活
支援の推
進

（５）切
れ目のな
い支援体
制の整備

(5)-
イ

療育ネッ
トワーク
の構築

障がい者福
祉課
こども育成
課
地域福祉課
学務課
健康課

障がい者福祉課、子育て世代包括
支援センター、地域福祉コーディ
ネーター、幼稚園、保育所、児童
相談所、保健所、学校、民生児童
委員等の関係機関が連携し、切れ
目のない療育ネットワークの構築
を図ります。

・関係機関と連携して障害児の療
育支援につながるよう、相談業務
を行った。
・こども家庭センターのケース
ワーカーと密に連絡を取り、児童
虐待等の情報について共有し、保
育所への入所を優先させるなどの
対応をした。

・相談する機関が分か
らない方々へのきっか
け作りとるような支援
を行った。
・こども家庭センター
のケースワーカーから
の連絡を受け、適切に
対処した。

B：概ね想定
通り実施

・年齢や環境により変
化する相談機関への過
度な不安とならないよ
う丁寧な支援を行っ
た。
・虐待や育児放棄など
が疑われる家庭につい
て、保育所の入所を優
先するなどこどもの安
全確保に貢献した。

B：概ね施策
推進につな
がった

・可能な限りワンス
トップとなるよう支援
を行うが、他分野への
支援が必要な場合は適
切な情報共有が必要。
・年々ケースが多様
化・複雑化しており、
病院や警察など広範囲
での連携が必要。

・関係機関との連携を
密に取りながら、支援
が必要な家族への相談
業務を充実させてい
く。
・保育園と市での情報
交換を密に行うことで
早めにこども家庭支援
センターの担当者につ
なぎ、事故を未然に防
げるように連携してい
きたい。

２　生活
支援の推
進

（５）切
れ目のな
い支援体
制の整備

(5)-
イ

療育ネッ
トワーク
の構築

障がい者福
祉課

基本目標３－
施策１（P51）

障害の発見から就学までの療育、
学齢期、卒業後の生活、重度化、
高齢化など各ライフステージにお
いて、障害のある方それぞれに応
じた切れ目ない支援を行う際の枠
組みの中心として、基幹相談支援
センターの整備のあり方について
検討します。

青梅市障害者地域自立支援協議会
において、基幹相談支援センター
の整備に向けて検討をした。

「第５期青梅市障害者
計画」の策定検討委員
会における意見を踏ま
え、青梅市障害者地域
自立支援協議会でも意
見をいただき、整備に
向けて検討をした。

B：概ね想定
通り実施

障害者等の地域での生
活を支援する地域生活
支援拠点と、相談支援
の中核的役割を担う基
幹相談支援センターの
整備に向けた検討を進
めることで、地域にお
ける支援体制と相談体
制の確保を目指す。

B：概ね施策
推進につな
がった

令和５年度中の整備に
は至らなかったが、令
和６年度中の設置に向
け、調整を進めてい
る。

令和６年度中の設置に
向け、関係機関とも調
整を進めている。

２　生活
支援の推
進

（５）切
れ目のな
い支援体
制の整備

(5)-
ウ

家族、保
護者への
支援の強
化

障がい者福
祉課
子育て応援
課
高齢者支援
課

障害のある子どもを持つ保護者に
向けた障害理解の推進やメンタル
ケアなどの家族支援を行います。
保護者からの相談は適切な専門機
関等へつなぐとともに、関係機関
が理解を深めるための研修等を行
います。

関係機関と連携し、相談の内容に
応じて専門機関へつなぐととも
に、短期入所等のサービス提供に
より保護者の支援を行った。

障害者児が、障害福祉
サービスを円滑に利用
するための情報提供、
相談を行った。

B：概ね想定
通り実施

障がい児と同様に、レ
スパイト事業を説明し
保護者への支援も行っ
た。

B：概ね施策
推進につな
がった

障がい児、親にとどま
らず家族を取り巻く環
境にも理解が必要。

障がい児と親だけに負
担とならないよう、丁
寧な説明と共に支援を
継続していく。

２　生活
支援の推
進

（５）切
れ目のな
い支援体
制の整備

(5)-
ウ

家族、保
護者への
支援の強
化

障がい者福
祉課

在宅生活における家族や保護者の
レスパイトや緊急時対応につい
て、可能な事業所（短期入所等）
の確保に向け、民間法人の誘致等
を踏まえ、整備していきます。

日中一時支援や短期入所の障害
サービスを実施し、事業所から開
設や増設の相談があった場合には
ニーズ等の情報提供を行った。

日中一時支援や短期入
所の障害サービスを必
要な方に提供するとと
もに、サービスの充実
を図るため、新規開設
を検討する事業者への
情報提供を行った。

B：概ね想定
通り実施

日中一時支援や短期入
所の障害サービスを提
供することで、家族の
レスパイトに貢献し
た。

B：概ね施策
推進につな
がった

重度の身体障害児・者
の受入れが可能な短期
入所の事業所数と定員
の確保を図っていく必
要がある。

事業を継続しつつ、重
度の身体障害児・者の
受入れ定員の確保に努
める。
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３　自立
支援の推
進

（１）就
労の促進

(1)-
ア

障害者就
労支援セ
ンターの
充実

障がい者福
祉課

多様なニーズへの対応や就労継続
の支援等を図るため、障害者就労
支援センターの支援力を高めると
ともに、日常生活支援、職業生活
支援、社会生活支援等を行いま
す。

障がい者の生活や就職についての
相談・支援を行った。

生活支援相談件数
延べ　6,514件

A：想定通り
実施

自身の生活環境や、今
後についての相談を行
い、安定的な生活が送
れるよう指導を行っ
た。

A：施策推進
につながっ
た

社会生活の不安から何
度も相談を行う者も少
なくない。

丁寧な説明や相談を行
い、社会に踏み出せる
人材を育てていく。

３　自立
支援の推
進

（１）就
労の促進

(1)-
ア

障害者就
労支援セ
ンターの
充実

障がい者福
祉課

障害者が、安心して一般企業への
就労を実現し、継続していけるよ
う支援を行います。

障がい者の就労に向けての準備、
心構えを指導し、就職への不安を
取り除くよう支援を行った。

就職準備支援
延べ　1,359件

A：想定通り
実施

就労に向けた支援を行
い、利用者の自立性、
積極性を身に着けるこ
とができた。

B：概ね施策
推進につな
がった

利用者登録はできてい
るものの、どのように
就労に結び付けられる
か理解できないものも
いる。

積極的に動けるものと
支援が必要なものがい
る中で、広い視野で取
り残さない支援をして
行く。

３　自立
支援の推
進

（１）就
労の促進

(1)-
ア

障害者就
労支援セ
ンターの
充実

障がい者福
祉課

就労面の支援としては、職業相
談、職場定着支援、ジョブコーチ
の派遣等を行い、生活面の支援と
しては、日常生活支援、職業生活
支援、社会生活支援等を行いま
す。

一般企業への就労に結びついた障
がい者をフォローし、雇用した企
業へもアドバイスを実施した。

定着支援件数
延べ　3,169件

A：想定通り
実施

新規就職者は増加傾向
にあるが、非正規雇用
も多く、安定した雇用
に結びつきにくい。

D-1：実施が
十分にでき
なかった
が、効果が
あると考え
られる

企業側の需要と就職希
望者との意識の乖離が
認められ、バランスの
確保が急務。

就職して終わらせるこ
となく、障がい者に寄
り添える企業について
も指導・支援してい
く。

３　自立
支援の推
進

（１）就
労の促進

(1)-
ア

障害者就
労支援セ
ンターの
充実

障がい者福
祉課

就労に関する情報収集および提
供、関連機関・協力機関とのネッ
トワーク形成等を行います。

企業における障害者雇用枠の充
実、受け入れ態勢の整備、新規開
拓を行った。

職場開拓、職場実習
延べ　228件

C：実施にあ
たり課題が
あった

就労適性を見極める意
味でも職場体験は重要
であるが、実質延べ件
数は横ばいとなってい
る。

D-1：実施が
十分にでき
なかった
が、効果が
あると考え
られる

人員不足から新規事業
者の開拓が遅れてい
る。

地域開拓促進コーディ
ネーターを採用し、新
たな企業開拓を実施す
る。

３　自立
支援の推
進

（１）就
労の促進

(1)-
イ

公共職業
安定所
（ハロー
ワーク）
等との連
携

障がい者福
祉課

障害者の就労機会の確保について
は、引き続き、公共職業安定所
（ハローワーク）や企業、特別支
援学校等との連携を図りながら、
障害者の就労を促進します。

ハローワーク主催の地域雇用門断
連絡会議を通じ、就労支援機関の
連携を強化し障がい者の就労支援
を推進した。

特別支援学校卒業者の
就労継続支援が年々増
加傾向にある中、受け
入れ企業側からの相談
件数も増加、相互理解
に努めた。

B：概ね想定
通り実施

安定した就労定着が図
れるよう個々に丁寧な
支援を行った。

B：概ね施策
推進につな
がった

一定数の離職が見られ
る。しっかり定着でき
るよう、ひとりひとり
丁寧な支援が求められ
る。

相談に至るまでの所要
時間の短縮。ハロー
ワークとの連携を密に
し、円滑な就労支援に
結び付けていく。

３　自立
支援の推
進

（１）就
労の促進

(1)-
イ

公共職業
安定所
（ハロー
ワーク）
等との連
携

障がい者福
祉課

離職の確認の際には、就労移行支
援事業や公共職業安定所（ハロー
ワーク）等への照会を行い、離職
後のフォローや再就職に向けた支
援を行うよう努めます。

体調や気持ちの面で離職してし
まった障がい者へのケアとフォ
ローを行うとともに新たな就職先
の支援を行った。

離職時の調整支援
延べ　134件

A：想定通り
実施

離職後のケアとフォ
ローアップ、ステップ
アップについて共に考
えることができた。

B：概ね施策
推進につな
がった

体験を経ても就労適性
が見つけられない障が
い者もおり、一連の流
れで支援が必要。

相談から就労定着まで
個々に丁寧な支援を
行っていく。

３　自立
支援の推
進

（１）就
労の促進

(1)-
ウ

企業や福
祉施設と
のネット
ワークの
構築

障がい者福
祉課

障害のある方が働くことを通して
生きがいのある生活を送ることが
できるように、一般企業への就労
の促進を図るとともに、就労支援
を行う障害福祉サービス事業所と
の連携を進め、就労支援体制の充
実を図ります。

市内事業所と公共の就労支援機関
と連携し、障がいのある人の円滑
な就労支援の充実を図った。

地域開拓支援事業を推
進し、新たな障がい者
を受け入れ可能な事業
所との情報共有を行う
ことができた。

C：実施にあ
たり課題が
あった

関係機関との情報共有
により、障がい者の就
労についての背景と
ニーズを的確にとらえ
ることができるので今
後も継続して行く。

D-1：実施が
十分にでき
なかった
が、効果が
あると考え
られる

とくに精神障害者の離
職率が高く、受け入れ
側の理解も必要となっ
ている。

各関係機関と連携を密
にし、就労支援の充実
を推進する。

３　自立
支援の推
進

（２）経
済的自立
の支援

(2)-
ア

年金・手
当等の支
援

障がい者福
祉課
こども育成
課
保険年金課
生活福祉課

障害者やその家族に対し、国や東
京都などが実施する各種手当など
の支給により、経済的な支援を行
い、生活の安定を図ります。

・各種手当の支給対象者には手帳
交付時等に手続きを案内し、経済
的な支援が受けられるよう対応し
た。
・手当の支給や医療費の助成を実
施した。
・障害基礎年金受給に必要な各種
書類作成について、障害基礎年金
の支給が滞ることがないように支
援した。　　　

・各種手当の支給対象
者へ、手帳交付時に案
内するとともに、随時
相談を受付けた。
・手当の支給や医療費
の助成を実施した。
・必要な手続きについ
て、窓口や電話により
丁寧に案内した。窓口
では、分かりやすい書
類で案内に努めた。　　　　

B：概ね想定
通り実施

・手当の支給により、
障害者やその家族の生
活の安定に貢献した。
・手当の支給や医療費
の助成を実施すること
で、経済的な支援を行
い、生活の安定を図っ
た。
・障害基礎年金の受付
件数が増加している。

B：概ね施策
推進につな
がった

・制度のさらなる周知
を図り、手当受給の可
能性がある未申請者を
掬い上げることが課題
となっている。
・障害基礎年金受給手
続では、日本年金機構
に提出する書類が複雑
かつ多岐なため、案内
に時間を要する。

・引き続き、各種手当
の案内と周知に努め
る。
・国や都の施策にあわ
せ、引き続き、適切に
手当の支給や医療費の
助成を実施する。
・障害基礎年金受給に
必要な手続案内の充実
に努める。　　　
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３　自立
支援の推
進

（２）経
済的自立
の支援

(2)-
ア

年金・手
当等の支
援

保険年金課
生活福祉課

市民全般に対し、障害が生じたと
きの支援として障害基礎年金等の
受給など必要な情報の提供を行い
ます。

ホームページや窓口において、障
害基礎年金に関する必要な情報を
提供した。

ホームページの掲載内
容を随時改善し、窓口
では案内書類を充実さ
せ丁寧な案内に努め
た。

B：概ね想定
通り実施

障害基礎年金の受付件
数が増加している。

B：概ね施策
推進につな
がった

紙媒体や電子媒体によ
る周知は充実してきた
が、紙媒体や電子媒体
を目にしない方への周
知が難しい。

障害基礎年金に関する
情報提供を充実させ、
必要な方に障害基礎年
金制度の周知が行き届
く様にしていく。

３　自立
支援の推
進

（２）経
済的自立
の支援

(2)-
イ

権利の擁
護

地域福祉課
障がい者福
祉課

生活設計や金銭管理を行うことが
困難な障害者に対して、本人の意
思を尊重しながら、相談、福祉
サービスの契約や財産を保護する
成年後見制度の適正な利用促進
や、地域福祉権利擁護事業の普
及、活用を推進します。

障害のある方の成年後見の首長申
し立てを２件行った。

市の関係部署や青梅市
社会福祉協議会と連携
し、成年後見制度の周
知と活用の促進を図っ
た。

B：概ね想定
通り実施

成年後見制度に基づき
速やかに後見人を選任
し、家族の負担軽減を
図ることができた。

B：概ね施策
推進につな
がった

現状の相談支援業務の
中で行うには時間がか
かることがある。専門
にできる職員がいるこ
とが望ましい。

成年後見制度の理解と
周知を図り、活用の促
進を推進する。

３　自立
支援の推
進

（３）住
居の確保

(3)-
ア

居住支援 住宅課

身近な地域で、生きがいを持っ
て、自立した生活を送るために基
盤となる住まいの場の確保の手段
として、障害者世帯向けの公営住
宅の利用を促進していきます。

引き続き障害者世帯向けの住戸を
困窮した障害者世帯の使用に供し
た。
障害者世帯向け住戸：4戸
入居世帯数：3戸
入居率：75％

引き続き障害者世帯向
けの住戸を困窮した障
害者世帯の使用に供し
た。
R4年度末入居世帯数
→4戸
R5年度末入居世帯数
→3戸

B：概ね想定
通り実施

既存の入居者に対して
事業の目的に沿った住
居を提供できた。
なお、R4年度末に明け
渡された1戸の募集が出
来なかった。

B：概ね施策
推進につな
がった

公営住宅における、障
害者世帯向けの住戸が
４戸しかない。
また、R4年度末に明け
渡された1戸について経
年劣化等による損耗が
激しく、供用可能にな
るまで、予算等の面で
課題がある。

次期計画でも引き続き
障害者世帯向けの公営
住宅の利用を促進して
いく。

３　自立
支援の推
進

（３）住
居の確保

(3)-
ア

居住支援
障がい者福
祉課

障害のある方が充実した地域生活
を送ることができるよう、地域移
行支援を行います。

各ケースに対応した地域移行支援
を実施した。

地域移行支援につい
て、担当ケースワー
カー等から情報提供を
行い、利用促進を図っ
た。

C：実施にあ
たり課題が
あった

地域移行支援の周知や
情報提供を行い、サー
ビス利用者の選択肢を
広げ、地域移行の推進
を図った。

B：概ね施策
推進につな
がった

受入れ施設は充足して
いるものの、人員不
足、職員のスキル不足
が見られた。

地域移行に対応し得る
職員の研修を実践す
る。

３　自立
支援の推
進

（３）住
居の確保

(3)-
イ

グループ
ホームの
充実

障がい者福
祉課

「親亡き後」の生活に不安を感じ
る意見が多くあげられていること
から、障害のある方の地域におけ
る居住の場として、多様な形態の
グループホームの整備を促進し、
重度障がい者にも対応できる支援
体制の充実を図っていきます。
新規参入の誘致に当たっては、青
梅市における福祉施設等の配置の
あり方に関する基本方針にもとづ
き、情報提供等の支援を行ってい
きます。

事業所の新規開設・増設を検討す
る事業者に情報提供を行い、重度
障害者向けグループホームや生活
介護事業所の新規事業所の確保に
努めた。

青梅市における福祉施
設等の配置のあり方に
関する基本方針にもと
づき、重度障害者向け
グループホームの新規
事業者の確保に努める
とともに、新規開設や
増設を検討する事業者
に情報提供を行った。

B：概ね想定
通り実施

親亡き後問題や、地域
移行の推進により、グ
ループホームの需要が
高まっており、新規事
業者や増設を検討する
既存事業者にニーズ等
の情報提供を行うこと
で、事業所の充実に貢
献した。

B：概ね施策
推進につな
がった

適正なグループホーム
の定員について、社会
情勢の変化や親亡きあ
と問題を見据え、障害
者計画、障害福祉計画
とともに今後も青梅市
における福祉施設等の
配置のあり方に関する
基本方針の見直しをし
ていく必要がある。

中軽度の知的障害者や
精神障害者を対象とし
た事業所は充足してい
るので、重度の身体障
害者を対象としたグ
ループホームや、生活
介護事業所の定員確保
に努める。

３　自立
支援の推
進

（３）住
居の確保

(3)-
ウ

居住環境
の整備

障がい者福
祉課

入所施設、グループホームには老
朽化の著しい施設もあることか
ら、入所者の居住環境の改善に配
慮し、支援の在り方について研究
していきます。

事業者の施設改修計画等に必要な
情報提供を行った。

東京都の施設整備費補
助金等の情報提供を
行った。

B：概ね想定
通り実施

事業者の施設改修を進
めることで、入所者の
居住環境の改善を図っ
た。

B：概ね施策
推進につな
がった

施設改修に関して、市
としての財源確保が困
難である。

引き続き情報収集に努
めていく。

３　自立
支援の推
進

（３）住
居の確保

(3)-
ウ

居住環境
の整備

障がい者福
祉課

基本目標３－
施策１（P52）

在宅の障害者に対して、住宅改修
事業等を活用しながら居住環境の
整備に努めます。

令和５年度は申請がなかったた
め、実施は０件となった。

障がい者のしおりや、
障害者手帳交付の窓口
説明において、制度の
周知をおこなった。

B：概ね想定
通り実施

地域の身体障害者に対
する支援体制の確保に
つながった。

B：概ね施策
推進につな
がった

国・都からの財源が限
られており、申請件数
が増えることにより市
の負担も増えることに
なる。

事業内容を継続しつ
つ、財源の確保に努め
る。
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４　快適
なまちづ
くりの推
進

（１）福
祉のまち
づくりの
推進

(1)-
ア

東京都福
祉のまち
づくり条
例の促進

地域福祉課

「東京都福祉のまちづくり条例」
や「高齢者、障害者等が利用しや
すい建築物の整備に関する条例」
（建築物バリアフリー条例）など
にもとづき、引き続き、道路、公
園、建築物など生活関連施設のバ
リアフリー化を推進し、障害のあ
る方に配慮したまちづくりを進め
ます。

令和５年度の福祉のまちづくり条
例の特定都市施設設置工事計画届
出書について物品販売店舗２件、
診療所１件、飲食店舗等１件の届
出書を受理した。

問合せに関しては、１
つ１つ説明を行い、理
解を得た上で、まちづ
くり条例等への意識に
つなげた。

B：概ね想定
通り実施

　東京都福祉のまちづ
くり条例などの整備基
準に合わせてバリアフ
リー化を実施してい
く。

B：概ね施策
推進につな
がった

新築される建築物のほ
か、修繕や増築される
建物等についても、都
市整備部等関係部署と
連携を図りながら、都
条例に従い引続き、福
祉のまちづくりやバリ
アフリー化を進める。

　引き続き東京都福祉
のまちづくり条例など
の整備基準に合わせた
バリアフリー化の整備
に努めていく。

４　快適
なまちづ
くりの推
進

（１）福
祉のまち
づくりの
推進

(1)-
イ

公共施設
のバリア
フリー化
の推進

施設課
公園緑地課

障害者が利用する市の公共施設の
バリアフリー化に努めます。

・小中学校(四校)のトイレ大規模
改修工事に合わせ、各階便所に車
椅子使用者が利用できる便房や手
洗い等を整備した。
・風の子太陽の子広場の再整備に
当たり、バリアフリーに配慮した
園路を整備した。

　建築物の新築時は、
東京都福祉のまちづく
り条例などの整備基準
に合わせバリアフリー
化を実施した。
　既存建築物のバリア
フリー化は、制約が多
い中、可能な限り実施
した。

B：概ね想定
通り実施

　東京都福祉のまちづ
くり条例などの整備基
準に合わせてバリアフ
リー化が実施できた。

B：概ね施策
推進につな
がった

　引き続き東京都福祉
のまちづくり条例など
の整備基準に合わせた
バリアフリー化を図る
とともに、ユニバーサ
ルデザインによる整備
も合わせて検討する必
要がある。

　引き続き東京都福祉
のまちづくり条例など
の整備基準に合わせた
バリアフリー化の整備
に努め、ユニバーサル
デザインの考えにもと
づいた整備も進める。

４　快適
なまちづ
くりの推
進

（１）福
祉のまち
づくりの
推進

(1)-
イ

公共施設
のバリア
フリー化
の推進

施設課
公園緑地課

新たに整備する市の公共施設につ
いては、ユニバーサルデザインの
考え方にもとづき整備します。

　新たに市の公共施設をユニバー
サルデザインによって整備する建
設工事はなかった。

　新たに市の公共施設
をユニバーサルデザイ
ンによって整備する建
設工事はなかった。

B：概ね想定
通り実施

ユニバーサルデザイン
の考え方にもとづいた
整備により、施設利用
者の利便性は向上でき
た。

B：概ね施策
推進につな
がった

公共施設のうち、建築
物以外の施設において
もユニバーサル考え方
にもとづいた整備が必
要である。

公共交通施設や公共公
益建物、道路、公園、
住宅などでもユニバー
サルデザインのまちづ
くりを進める。

４　快適
なまちづ
くりの推
進

（１）福
祉のまち
づくりの
推進

(1)-
ウ

住宅のバ
リアフ
リー化の
促進

障がい者福
祉課

基本目標３－
施策１（P52）

障害者が暮らすために、段差の解
消や手すりの設置など、障害に応
じたバリアフリー化を進めること
により、暮らしやすい住宅の整備
を促進し、住宅改善を支援しま
す。

令和５年度は申請がなかったた
め、実施は０件となった。施し
た。

障がい者のしおりや、
障害者手帳交付の窓口
説明において、制度の
周知をおこなった。

B：概ね想定
通り実施

地域の身体障害者に対
する支援体制の確保に
つながった。

B：概ね施策
推進につな
がった

国・都からの財源が限
られており、申請件数
が増えることにより市
の負担も増えることに
なる。

事業内容を継続しつ
つ、財源の確保に努め
る。

４　快適
なまちづ
くりの推
進

（１）福
祉のまち
づくりの
推進

(1)-
エ

公共交通
機関のバ
リアフ
リー化の
促進

交通政策課

駅などの公共的施設については、
その事業者に対して、障害者が利
用しやすい施設になるようバリア
フリー化を推進します。

東日本旅客鉄道株式会社（以下、
ＪＲという。）に対し、西多摩地
域広域行政圏協議会を通じ、駅施
設のバリアフリー化を推進し、施
設改善を早期に進めるよう要望し
た。

東青梅駅北口のバリア
フリー化に向けた取り
組みとして、ＪＲと駅
舎および自由通路の建
替え協議を行った。

B：概ね想定
通り実施

東青梅駅北口のバリア
フリー化にあってはＪ
Ｒとの協議の場を複数
回設け、期間中に調査
設計を行うことができ
た。

B：概ね施策
推進につな
がった

ＪＲでは、移動等円滑
化の促進に関する基本
方針に基づき、１日当
たり平均利用者数が
3,000人以上の駅を優先
してバリアフリー化を
進めており、この基準
以下の駅について、早
期のバリアフリー化は
難しい状況にある。

第６期青梅市障害者計
画・第７期青梅市障害
福祉計画・第３期青梅
市障害児福祉計画にお
いて、
基本方針（３）福祉の
まちづくりの推進
基本施策ウ　公共交通
機関のバリアフリー化
の推進
につなげている。

４　快適
なまちづ
くりの推
進

（１）福
祉のまち
づくりの
推進

(1)-
オ

心のバリ
アフリー

障がい者福
祉課

障害のある方に対する誤解や偏
見、差別をなくすために、障害に
関する正しい知識の普及啓発を行
い、市民理解を進め、ユニバーサ
ルマナーおよび心のバリアフリー
を推進していきます。

障がい者差別解消条例施行にあた
り作成した、合理的配慮、障がい
者差別解消に向けたリーフレット
をイベント等に配架し周知啓発を
行った。

イベントのほか、市役
所ロビーのパンフレッ
トラックに適宜啓発
リーフレットを配架し
た。

B：概ね想定
通り実施

結果的に差別や虐待に
至らなかった事案も
あったが、相談や質問
件数も増加しているこ
とから一定の効果は
あったと考える。

B：概ね施策
推進につな
がった

差別解消について、広
く浸透・定着しておら
ず、研修や講演会につ
いても検討が必要であ
る。

事業継続するとともに
周知方法について検討
し、市民への理解を深
めるよう啓発を継続す
る。
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第５期青梅市障害者計画評価

計画期間中の取組状況
（右の評価の詳細）

取組状況の
担当課評価

施策推進にどのように
貢献したか
（右の評価の詳細）

成果の
担当課評価

課題

計画期間中の総括

体系 施策
事業
番号

事業名 担当課
地域福祉計画
からの再掲

事業の内容 令和５年度取組状況 次期計画の方向性 備考

４　快適
なまちづ
くりの推
進

（２）防
災・防犯
対策の充
実

(2)-
ア

防災対策
の推進

防災課
基本目標３－
施策４（P61）

障害のある方が災害発生時に冷静
に行動できるよう、広報、防災ハ
ンドブックの活用や防災訓練など
の機会を通じて、防災意識の普及
や非常時の対応方法の習得を推進
するとともに、家具転倒防止器具
の取付け促進等により減災にも努
めていきます。

広報や出前講座等の機会を通じ
て、防災意識の醸成や普及啓発を
行った。
また、家具転倒防止器具等支給取
付事業については、積極的に広報
を行い、取付けの促進を図った。

出前講座等のなかで、
防災ハンドブックの活
用等について普及啓発
したほか、各種訓練へ
の市民参加による非常
時の情報伝達訓練等を
実施した。また、継続
して家具転倒防止器具
の取付促進に向けた広
報活動等を行った。

B：概ね想定
通り実施

各種事業を進めること
で、防災の基本的な知
識の普及啓発を進めた
ほか、家具転倒防止器
具の取付促進も図られ
た。

B：概ね施策
推進につな
がった

引き続き出前講座や防
災訓練等の機会をとら
えて、障害のある方の
防災意識の醸成や非常
時の対応方法の習得を
推進する必要がある。

防災知識の普及啓発を
進めながら、減災に努
める。

４　快適
なまちづ
くりの推
進

（２）防
災・防犯
対策の充
実

(2)-
ア

防災対策
の推進

防災課
基本目標３－
施策４（P61）

自主防災組織やボランティア組
織、市内にある福祉施設などとも
連携を図りながら、地域における
共助の仕組みを構築し、障害の特
性に応じた災害時の支援体制の充
実に努めていきます。

障害のある方のうち、災害時の避
難に支援を必要とする方（避難行
動要支援者）について名簿を作成
し、自主防災組織等の避難支援等
関係者と情報の共有を図った。ま
た、要望のあった自治会や学校等
に対し、出前講座を実施したほ
か、社会福祉協議会と協働し、高
齢者向けやボランティア向けの講
座も実施した。

障害のある方のうち、
災害時の避難に支援を
必要とする方（避難行
動要支援者）について
名簿を作成し、自主防
災組織等の避難支援等
関係者と情報の共有を
図った。また、要望の
あった自治会や学校等
に対し、出前講座を実
施したほか、社会福祉
協議会と協働し、高齢
者向けやボランティア
向けの講座も実施し
た。

B：概ね想定
通り実施

各種事業を進めること
で、防災の基本的な知
識の普及啓発や共助の
意識高揚を図ること
で、災害時の支援体制
の強化が図られた。

B：概ね施策
推進につな
がった

努力義務となった個別
避難計画の作成推進が
課題となっている。

個別避難計画の作成を
進め、避難支援等関係
者と共有し、支援体制
の充実に努めていく。

４　快適
なまちづ
くりの推
進

（２）防
災・防犯
対策の充
実

(2)-
ア

防災対策
の推進

防災課
基本目標３－
施策４（P61）

障害のある方の避難方法を確保す
るとともに、引き続き、二次避難
所の設置・運営体制、医療機関と
の連携体制のあり方について検討
を進めます。

二次避難所の環境整備について検
討を行い、令和５年度に物品の購
入を行った。
また、二次避難所ではないが、障
害児等の避難先として、民間事業
者と協定を締結した。

人員配置等の課題があ
り、具体的な運営方法
まで定めることができ
なかった。

C：実施にあ
たり課題が
あった

民間事業者との協定、
二次避難所用の物品の
購入などの進捗があっ
た。

B：概ね施策
推進につな
がった

二次避難所の運営方法
について、具体的に調
整を図る必要がある。

二次避難所の運営につ
いて検討中であり、今
後、福祉部署と調整を
図る。

４　快適
なまちづ
くりの推
進

（２）防
災・防犯
対策の充
実

(2)-
イ

防犯対策 市民安全課

関係機関や地域と連携を図りなが
ら、防犯活動の支援や広報活動、
また、障害者に対する悪徳商法に
よる被害を防止するために、悪徳
商法の手口の紹介や防止方法など
の啓発や情報提供を行います。

高齢者の見守り連絡会を2回開催
し、情報交換を行った。青梅防犯
協会、各支会ごとに組織された自
主防犯組織に対して、活動費の補
助を行った。また月１回の広報で
防犯情報の発信を行った。

関係機関への補助のほ
か、毎月の広報での情
報発信、街頭啓発キャ
ンペーンなどの啓発を
行った。

B：概ね想定
通り実施

関係機関への補助のほ
か、毎月の広報での情
報発信、街頭啓発キャ
ンペーンなどの啓発を
通して、防犯対策の充
実に貢献した。

B：概ね施策
推進につな
がった

情報連絡会にて各関係
機関との情報連絡をさ
らに密にし、結果を市
役所内の関係部署へ情
報提供することや青梅
警察などとの周知啓発
を強化していく。障が
いのある方の消費者被
害防止も充実させる必
要がある。

引き続き関係機関との
連絡を密にし、防犯対
策を実施していく。
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